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株式会社 大 林 組
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 佐 藤 俊 美

第122回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり有り難く厚く御礼申し上げます。

 さて、本日開催の当社第122回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議さ

れましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項  第122期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書

類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告

の件

 上記を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

 原案どおり承認可決され、第122期の期末配当を１株につき47円とすることを決定いた

しました。

第２号議案 取締役10名選任の件

次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

大林 剛郎、 佐藤 俊美、 佐々木 嘉仁、森田 康夫、 折井 雅子、

加藤 広之、 黒田 由貴子、注連 浩行、 池川 喜洋、 冨田 みどり

 なお、折井雅子氏、加藤広之氏、黒田由貴子氏、注連浩行氏、池川喜洋氏及び冨田みどり

氏は社外取締役であります。

第３号議案 監査役３名選任の件

  次の３名が選任され、それぞれ就任いたしました。

高田 佳明、 上田 洋平、 辻野 幸子

  なお、上田洋平氏及び辻野幸子氏は社外監査役であります。

第４号議案 取締役等に対する株式報酬制度の継続及び一部改定の件

 原案どおり、株式報酬制度に係る額及び改定内容について承認可決されました。

これにより、連続する３事業年度を対象期間として設定する信託に対し、取締役（社外

取締役を除く）及び当社と委任契約を締結している執行役員（以下「取締役等」という）

への報酬として合計3,000百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて、取締役

等に当社の業績及び役位に応じた当社株式の交付等を行います。

第５号議案 監査役の報酬額改定の件

 原案どおり、監査役の報酬額を月額10百万円以内から月額15百万円以内に改定すること

が承認可決されました。

以 上

おって、同日開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞ

れ就任いたしました。

取 締 役 会 長 兼
取 締 役 会 議 長

大 林 剛 郎

代 表 取 締 役 佐 藤 俊 美

代 表 取 締 役 佐々木 嘉 仁

代 表 取 締 役 森 田 康 夫


